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７
月
は
差
別
を
な
く
す

　

強
調
月
間
で
す

　　

町
で
は
７
月
を
、
人
権
侵
害
を
許
さ
ず
、
住

民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
築
く
こ
と
を

確
認
し
あ
う
た
め
の
重
点
期
間
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
ま
す
。

　

期
間
中
、
各
種
の
啓
発
活
動
や
町
民
集
会
な

ど
の
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。
町
民
の
み

な
さ
ん
に
は
、
こ
の
取
り
組
み
に
引
き
続
き
深

い
ご
理
解
を
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も
に
、
み
ん

な
が
互
い
に
認
め
、
支
え
あ
え
る
「
人
権
の
ま
ち
」

づ
く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

人
権
侵
害
、
差
別
事
象
が

あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん

　

近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
携
帯
電
話
・
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
使
い
、
人
々
の
差
別
心

を
煽あ

お

っ
た
り
、
特
定
の
個
人
を
誹ひ

謗ぼ
う

中
傷
す
る

な
ど
の
書
き
込
み
が
あ
と
を
絶
ち
ま
せ
ん
。
い

じ
め
、
虐
待
、
Ｄ
Ｖ（
配
偶
者
や
恋
人
な
ど
親
し

い
間
柄
に
お
け
る
暴
力
）
を
は
じ
め
、
部
落
や
外

国
人
、
障
が
い
者
、
在
日
外
国
人
に
対
す
る
差

別
言
動
な
ど
の
人
権
侵
害
も
深
刻
で
す
。

　

差
別
や
人
権
侵
害
は
、
人
に
想
像
以
上
の
精

神
的
・
肉
体
的
苦
痛
を
与
え
ま
す
。
地
域
ぐ
る

み
で
人
を
大
切
に
す
る
町
、
「
人
権
の
ま
ち
」
づ

く
り
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

　「人権のまち」づくりを

人
権
を

　

確
か
め
あ
う
こ
と
か
ら

　

残
念
な
が
ら
、
私
た
ち
は
人
に
対
し
て
辛
く

当
た
っ
た
り
、
不
用
意
な
一
言
で
心
を
傷
つ
け

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
逆
に
傷
つ

け
ら
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
自
分
の
人
へ
の
接
し
方
や
行
動

を
冷
静
に
振
り
返
っ
た
り
、
相
手
の
立
場
や
気

持
ち
を
思
い
は
か
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、

差
別
や
人
権
侵
害
を
受
け
た
と
き
や
、
見
聞
き

し
た
と
き
は
「
そ
れ
は
人
を
傷
つ
け
ま
す
よ
。
」

と
い
う
指
摘
も
大
切
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
心
の
余
裕
と
ち
ょ
っ
と
し

た
勇
気
が
必
要
で
す
が
、
こ
う
し
た
日
常
の
積

み
重
ね
こ
そ
が
「
人
権
を
確
か
め
あ
う
」
こ
と

で
あ
り
、
自
分
も
人
も
大
切
に
す
る
こ
と
な
の

で
す
。

毎
月
11
日
は

人
権
を
確
か
め
あ
う
日

　

町
で
は
、
県
下
の
市
町
村
と
と
も
に
、
毎
月

11
日
を
「
人
権
を
確
か
め
あ
う
日
」
と
定
め
、
人

権
を
大
切
に
す
る
ま
ち
づ
く
り
を
め
ざ
し
て
い
ま

す
。「
11
日
」
に
限
ら
ず
、
常
に
互
い
の
人
権
が

守
ら
れ
て
い
る
か
、
確
か
め
あ
い
ま
し
ょ
う
。

認
め
あ
え
る

　

人
権
の
ま
ち
づ
く
り
を

　

「
人
権
の
ま
ち
」
と
は
人
が
大
切
に
さ
れ
る

ま
ち
で
す
。
住
民
ど
う
し
が
互
い
に
認
め
合
い
、

つ
な
が
り
あ
え
る
ま
ち
で
す
。

　

子
ど
も
の
「
い
じ
め
」
や
高
齢
者
の
「
孤
独

死
」
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
久
し
く
な
り
ま
す
。

そ
の
大
き
な
要
因
と
し
て
地
域
社
会
の
崩
壊
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
一
人
ひ
と
り
の
心
の

中
か
ら
、
他
者
へ
の
思
い
や
り
が
失
わ
れ
て
き

た
結
果
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

自
分
を
認
め
、
他
者
を
認
め
る
こ
と
が
人
と

の
つ
な
が
り
を
生
み
、
そ
れ
が
あ
た
た
か
い
地

域
社
会
を
つ
く
り
ま
す
。
認
め
る
こ
と
、
つ
な

が
る
こ
と
か
ら
本
当
の
意
味
の
「
人
権
の
ま
ち
」・

「
明
る
く
住
み
よ
い
ま
ち
」
が
実
現
で
き
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

「
差
別
を
な
く
す
強
調
月
間
」
を
機
に
、
以
下

の
こ
と
を
提
起
し
ま
す
。
み
ん
な
で
「
住
み
良

い
ま
ち
」
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
し
ょ
う
。

①
差
別
の
現
実
を
知
ろ
う
。　

② 

人
を
認
め
、
人
の
気
持
ち
を
思
い
や
る
こ
と

を
大
事
に
し
よ
う
。　

③ 

自
分
を
知
り
、
自
分
を
認
め
、
自
分
を
変
え

る
こ
と
を
心
が
け
よ
う
。

④
差
別
に
気
づ
く
感
性
を
育
て
よ
う
。

⑤ 

差
別
や
不
合
理
に
つ
い
て
指
摘
し
あ
い
、
語

り
あ
え
る
人
間
関
係
を
築
こ
う
。

⑥ 

互
い
に
支
え
あ
え
る
人
の
つ
な
が
り
を
作
ろ

う
。
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人どうし が 認めあえる　「人

７月は差別をなくす強調月間

この欄や人権についての
ご意見を募集しています。

町役場　人権住民課

人権施策推進室（内線127）

　 jinken@town.oyodo.lg.jp

　犯罪や事件・事故の被害に遭われた人や、ご遺族の人からの電話

相談や生活支援、警察・病院への付き添い等の直接支援をするボラ

ンティア支援員を募集しています。

　支援活動に必要な知識等を習得するため、センターが実施する講

習を受講していただき、適性があると認められた人に委嘱します。

詳しくはお問い合わせください。

■募集期間　７月31日（月）まで

■募集人数　20人程度

■応募資格　奈良県在住の成人（70歳未満の人）

　　　　　　※　性別・職業・学歴は問いません。

■選　　考　書類選考のうえ、面接を行います。

■講　　習　 ９月１日（金）～12月８日（金）に開講予定

　　　　　　原則、毎週金曜日の午後１時～午後４時まで

■問い合わせ先

　公益社団法人なら犯罪被害者支援センター事務局

　　〒630-8215  奈良市東向中町６  奈良県経済倶楽部  経済会館４階

　☎0742-26-6935　（月～金曜日　午前10時～午後４時）

犯罪被害者支援ボランティア募集

　町では人権相談窓口を設置

しています。人権に関する心

配事等がありましたら、気軽

に相談してください。

　なお、相談内容によっては、

県内各種機関・団体と連絡を

取りあって対応させていただ

きます。

■問い合わせ先・相談窓口

　町役場　人権住民課

　人権施策推進室（内線127)

人権相談を受け付けています
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平
成
29
年
町
議
会
第
２
回
定
例
会

　

平
成
29
年
第
２
回
定
例
会
が
、
６
月
５
日

（
月
）
か
ら
６
月
12
日
（
月
）
ま
で
開
か
れ
、
次
の

議
案
が
議
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
概
要
を
掲
載
し
ま
す
。

■ 

平
成
28
年
度
大
淀
町
一
般
会
計
繰
越
明
許
費

繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

■ 

平
成
28
年
度
大
淀
町
水
道
事
業
会
計
予
算
繰

越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

■ 

平
成
28
年
度
大
淀
町
下
水
道
事
業
会
計
予
算

繰
越
計
算
書
の
報
告
に
つ
い
て

■ 

平
成
28
年
度
大
淀
町
土
地
開
発
公
社
決
算
書

及
び
平
成
29
年
度
大
淀
町
土
地
開
発
公
社
計

画
書
の
報
告
に
つ
い
て

■ 

平
成
28
年
度
有
限
会
社
吉
野
路
大
淀
振
興
セ

ン
タ
ー
決
算
書
及
び
平
成
29
年
度
有
限
会
社

予

算

の

繰

越

等

の

報

告

議　

決　

事　

項

吉
野
路
大
淀
振
興
セ
ン
タ
ー
予
算
書
の
報
告

に
つ
い
て

■ 

大
淀
町
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例

■
南
和
広
域
衛
生
組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

■ 

大
淀
町
農
業
委
員
会
の
委
員
の
任
命
及
び
委

員
の
少
な
く
と
も
４
分
の
１
を
認
定
農
業
者

等
と
す
る
こ
と
の
同
意
に
つ
い
て

■ 

議
第
24
号
「
南
和
広
域
衛
生
組
合
規
約
の
変

更
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
付
帯
決
議

■ 

精
神
障
害
者
に
公
共
交
通
機
関
の
運
賃
割
引

制
度
の
適
用
を
求
め
る
意
見
書

■ 

地
方
自
治
法
第
１
０
０
条
１
項
に
規
定
す
る

地
方
公
共
団
体
の
事
務
に
関
す
る
調
査
を
求

め
る
請
願
書

条

例

の

一

部

改

正

そ

の

他

継

続

審

査

決

議

・

意

見

書

平成29年度の
固定資産税の納期限

７
月
は
固
定
資
産
税
第
２
期
の
納
期
で
す

家
屋
調
査
に
ご
協
力
を　
　
　
　
　
　
　
　

　

７
月
31
日
（
月
）
ま
で
に
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　

納
税
に
は
安
心
・
便
利
な
口
座
振
替
制
度
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。
口
座
振
替
の
申
込
用
紙
は
、
町
内
の
金
融
機
関
に
備

え
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
納
付
書
・
通
帳
・
届
出
印
を
ご
持

参
の
う
え
、
直
接
金
融
機
関
に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場　

税
務
課

　

（
内
線
１
１
３
）

　

町
役
場
税
務
課
で
は
、
新
築
・
増
築
・
改
築
家
屋
の
実
地
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

調
査
の
対
象
は
平
成
29
年
中
に
完
成
し
た
家
屋
で
、
固
定
資
産
税
の
課
税
の
基
礎
額
を

決
定
し
ま
す
。
対
象
と
な
る
家
屋
に
は
、
店
舗
や
事
務
所
、
倉
庫
、
付
属
家
、
車
庫
な
ど

の
床
面
積
の
小
さ
い
建
物
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ま
だ
調
査
を
受
け
て
い
な
い
人
は
、
町
役
場
税
務
課
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。
調
査
日

は
こ
ち
ら
で
設
定
し
ま
す
が
、
希
望
の
日
時
が
あ
れ
ば
前
も
っ
て
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

調
査
の
時
間
は
約
40
分
程
度
で
、
調
査
の
際
に
は
、
建
物
図
面
を
ご
用
意
願
い
ま
す
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
取
り
壊
し
家
屋
は
手
続
き
を

　

平
成
29
年
中
、
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
家
屋
を
取
り
壊
し
た
人
は
、
滅
失
登
記（
法
務
局

で
）、
ま
た
は
取
り
壊
し
届（
町
役
場
税
務
課
で
）の
手
続
き
を
必
ず
し
て
く
だ
さ
い
。

税　
　
　
　

お
知
ら
せ

税　
　
　
　

お
知
ら
せ

に
関
す
る

に
関
す
る

全期

第１期
５月１日

第２期 ７月31日

第３期 10月２日

第４期 11月30日

　

口
座
振
替
を
ご
利
用
に
な
る
と
、
納
付
の
た
び
に
金
融
機
関
な
ど
へ
お
出
か
け
い

た
だ
く
必
要
が
な
く
な
り
ま
す
。
う
っ
か
り
納
期
限
を
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
心
配

も
あ
り
ま
せ
ん
。
届
出
印
と
通
帳
を
お
持
ち
の
う
え
、
各
金
融
機
関
お
よ
び
郵
便
局

の
窓
口
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

納
税
に
は
安
全
で
便
利
な
口
座
振
替
制
度
を　
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■問い合わせ先　町役場　長寿介護課（内線133）

利用者負担割合

要介護（要支援）
認定を

受けている
第１号被保険者

および
総合事業対象者

本人が住民税
を課税されて

いる場合

本人の
合計所得金額が
160万円以上

下記以外の場合 ２割

同一世帯の第１号
被保険者の年金収入
+ その他の合計所得

単身の場合、280万円未満 １割

２人以上の場合、346万円未満 １割

本人の合計所得金額が160万円未満 １割

本人が住民税を課税されていない場合または生活保護を受給している場合 １割

 ○ 「高額介護サービス費」の基準が変わります（平成 29 年８月サービス利用分から）

　介護サービスおよび総合事業サービスを利用する場合に発生する利用者負担には、月々の上限が設けられて

います。１か月に支払った利用者負担の合計が上限を超えたときは、超えた分が後から払い戻されるしくみに

なっています。 

対象となる人
平成29年７月までの
負担上限額（月額）

平成29年８月以降の負担上限額（月額）

現役並み所得者に相当する人が
いる世帯の人

44,400円（世帯合算） 44,400円（世帯合算）

世帯のどなたかに住民税課税者
がいる人

37,200円（世帯合算）

44,400円（世帯合算）　【新設】
※ 　同じ世帯のすべての65歳以上の人（サービス

を利用していない人を含む）の利用者負担割合
が１割の世帯に、年間上限（446,400円）を設定

世帯の全員が住民税非課税の人 24,600円（世帯合算） 24,600円（世帯合算）

世帯の全員が住民税非課税で、
本人の前年の合計所得金額と公
的年金収入額の合計が80万円以
下の人

24,600円（世帯合算）
15,000円（個人）

24,600円（世帯合算）
15,000円（個人）

生活保護を受給している人 15,000円（個人） 15,000円（個人）

 ○ 「負担割合証」の送付について

　介護保険負担割合証は、毎年７月 31 日で有効期限が切れます。つきましては、要介護（要支援）認定を受け

ている人および総合事業の事業対象者全員に、７月中旬に負担割合証を送付します。負担割合証は、介護サー

ビスや総合事業サービスを利用するときに、自己負担割合を示すものです。サービスを利用するときは、被保

険者証と負担割合証の２枚をサービス提供事業所や施設へ提示してください。

　なお、サービス利用者負担割合は原則１割ですが、所得が一定以上ある 65 歳以上の人については、下表に

基づき負担割合が２割になります。

　①　本人、本人が属する世帯の世帯員および配偶者が町民税非課税

　②　本人および配偶者の預貯金等の資産（※）の額の合計が2,000万円以下
　　　（配偶者がいない場合は本人の預貯金等の資産の額が1,000万円以下）

※ 　預貯金（普通・定期）、
有価証券（株式・国債な
ど）、投資信託、タン
ス預金（現金）など

 ○ 「負担限度額認定証」の更新申請について

　介護保険負担限度額認定は、毎年７月 31 日が期限のため、８月以降も引き続き利用を希望する場合は更新

申請が必要です。現在、負担限度額認定を受けている人には、６月下旬に更新のご案内を送付しています。

　なお、認定証の交付を受けるためには、生活保護等を受給されている人を除き、以下の要件を満たしている

必要があります。認定基準に該当しないときは、申請書を提出されても負担限度額認定証の交付はできません。 

■認定証の交付要件
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大淀町健康づくりセンター　一時使用料の助成について

※①   　世帯収入の合計額が520万円未満（１人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得（総所得金

額等−基礎控除33万円）」の合計額が210万円以下の場合も含みます。

※②　 過去12か月以内に３回以上上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

※③　年間とは８月～翌年７月の12か月とします。

　現在お持ちの保険証は、有効期限が７月31日です。８月１日からご

使用いただける保険証を７月20日ごろに「簡易書留」で郵送します。

　８月１日以降、医療機関にかかるときは、必ず新しい保険証を提示し

てください。

　なお、有効期限の切れた保険証は、町役場保険医療課へ返却いただく

か、ハサミを入れるなどして処分してください。

※ 　広域連合から一括の発送となるため、被保険者一人ひとりに郵送さ

れます。

　高額療養費とは、ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超え

てお支払いいただいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得に応じて決まっています。

後期高齢者医療保険
◆７月末は後期高齢者医療被保険者証の更新時期です

◆８月から 70 歳以上の高額療養費の上限が変わります

平成29年７月まで 平成29年８月から

➡

適用区分 外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

現
役
並
み

課税所得
145万円以上の

人
44,400円

80,100円 ＋（医 療 費
−267,000円）×１％

【多 数 回44,400円】　
※②

一
般

課税所得145万
円未満の人※①

12,000円 44,400円

低
所
得
者

住民税
非課税世帯

8,000円

24,600円

15,000円
住民税非課税世
帯（年金収入80
万円以下など）

外来（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

57,600円

80,100円＋（医療費−
267,000円）× １ ％　

【多 数 回44,400円】　
※②

14,000円　
【年間上限14万

4,000円】※③

57,600円【多数回
44,400円】※②

8,000円

24,600円

15,000円

対　象　者 助成額 助成方法

町内在住で満65歳以上の人…①

425円
（半額助成）

おとな一時利用券・おとな回数券（11枚つ
づりの11枚目は除く）を購入後、センター
受付で助成対象者であることを確認でき
る証明書（※）を提示し、左記金額を受け
取るか、証明書と証明判が押印された領
収書をお持ちのうえ、町役場長寿介護課
窓口へお越しください。

町内在住で身体障害者手帳・精神保健福祉手帳・
療育手帳のいずれかを持っている人…②

65歳未満の人で介護認定を受けている人…③

身体障害者手帳１級所持者の付き添いの人 850円
（全額助成）療育手帳 A1・A2所持者の付き添いの人

※　    対象者①の人は、運転免許証等年齢が確認できるもの
　　対象者②の人は、各種手帳
　　対象者③の人は、介護保険被保険者証

■問い合わせ先　町役場　長寿介護課（内線134）

■問い合わせ先　町役場　保険医療課（内線128）
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助成制度名 対　象　者 一　部　負　担　金

乳 幼 児 医 療 ０歳児～義務教育就学前までの乳幼児

通院：１か月につき 　500円
　　　 （小・中学生は１か月

につき1,000円）

入院：１か月につき 1,000円

※ 　14日未満の入院の場合
は１か月につき500円

※ 　身体障害者手帳３級の
人については、医療費の
自己負担額から定額一部
負担を引いた残りの金額
の半分が助成されます。

子 ど も 医 療

小・中学生
※ 　ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障がい者医

療費助成等、他の医療費助成を受けている人は除き
ます。

心 身 障 害 者 医 療
１歳以上75歳未満で１・２・３級の身体障害者手帳ま
たは A1・A2判定の療育手帳を所持している人

ひ と り 親
家 庭 等 医 療    

ひとり親家庭の親と18歳未満の児童およびこれに準
じる人

重 度 心 身 障 害
老 人 等 医 療

65歳以上の後期高齢者医療制度に加入している１・
２・３級の身体障害者手帳、または A1・A2判定の療育
手帳を所持している人およびひとり親家庭等医療費助
成制度に該当している人

　本町では、子ども、心身障がい者、ひとり親家庭の人に対する医療費の自己負担額の助成を行っています。
受給資格証の更新が必要な人には７月中旬に案内文書と書類を送付しますので、必要事項を記入し、町役
場保険医療課に提出してください。（郵送可）
　申請後に所得の確認を行い、新しい受給資格証を交付します。なお、乳幼児・子ども医療費助成制度の受
給資格者については、申請時から対象期間満了までの期間の受給資格証を交付しているため、今回の更新
手続きは必要ありません。
※ 　本町に住所を有する健康保険の加入者で、それぞれの制度の要件を満たす人は、医療費の自己負担額

の助成を受けることができますので、町役場保険医療課へ申請してください。

○医療費の助成方法
　医療機関窓口（病院、薬局、柔道整復施術所）では、健康保険証と受給資格証を必ず提示
し、自己負担額を一旦支払ってください。約３か月後に一部負担金を差し引いた助成金を
登録口座へ振り込みます。なお、保険適用外の費用、入院時の食事負担などは助成の対象
にはなりません。
※１ 　県外で受診した場合は申請が必要ですので、町役場保険医療課へ領収書を持参して

ください。（重度心身障害者医療費助成制度対象者は除きます。）
※２　医療機関の窓口での支払いが困難な場合は、町役場保険医療課へ相談してください。
※３ 　保育所、幼稚園、小学校、中学校でのけがについては、各校園等において加入している日本スポー

ツ振興センター災害給付制度での給付となり、福祉医療費助成の対象外となります。該当の場合は、
学校、園等へ申し出てください。

■問い合わせ先　町役場　保険医療課（内線129)

福祉医療助成制度　受給資格証の更新

大淀町ふるさと応援
寄附金について

　５月中に次のみなさまから寄附をいただきました。

　中辻　史好　様 100,000円

　　匿　　名 10,000円

　　   匿　　名 10,000円

　　   匿　　名 10,000円

　　   匿　　名 10,000円

　　   匿　　名 3,000円

　みなさまの熱い想いを実現できるように、大切

に活用させていただきます。

　今後も変わらぬ応援をお願いいたします。

工業統計調査へのご協力
ありがとうございました

　６月１日を基準日として、平成29年工業統計調

査を実施しました。

　今回の調査対象であった製造事業所のみなさ

ん、調査票への回答にご協力いただきありがとう

ございました。

　なお、調査の結果は、国や地方公共団体におけ

る施策立案の基礎資料として利用する他に、民間

企業や大学などさまざまな分野で活用されます。

■問い合わせ先　町役場　企画政策課（内線222）
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平成28年度の情報公開・個人情報保護制度の運用状況を公表します

■情報公開制度

　平成28年度の情報公開の請求件数は、12件ありました。12件の情報公開請求に対する実施機関の決定
内容は、全部開示が０件、部分開示が10件、非開示が２件となっています。
　実施機関の決定内容については不服申立てをすることができ、実施機関に対して不服申立てがあった場
合は町情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、審査が行われ、審査会の答申を受け実施機関が不服
申立てに対する決定を行います。なお、平成28年度の不服申立ての件数は２件でした。

請 求 内 容 決定内容
公開拒否

事由
不服申立 実施機関

１
○ー○許可平成○年○月○日申請者○○の開発許可内容の一部
について

部分開示 ②③ なし 町長

２
大淀町監査委員告示第２号の根拠となる資料（結果報告書第１

（６）の提出書類の一部）
部分開示 ② なし 町長

３ 行政監査結果報告書（提出書類の一部） 部分開示 ② なし 町長

４ 行政監査に提出された資料の一部 部分開示 ② あり 町長

５ 行政監査に提出された資料の一部 部分開示 ② なし 町長

６
大淀町監査委員告示第２号の根拠となる資料（結果報告書第１

（６）の提出書類の一部）
部分開示 ② なし 町長

７
大淀町監査委員告示第２号の根拠となる資料（結果報告書第１

（６）の提出書類の一部）
部分開示 ② なし 町長

８
行政監査結果報告書に記載された資料の一部についての収納が
わかる書類

非開示 ①② あり 町長

９ 住民監査請求（平成28年度） 部分開示 ② なし 監査委員

10
大淀町○○の土地が大淀町有地となった経緯を含めた意思決定
に至る過程を検証できる文書

非開示 ⑩ なし 町長

11
○○が提出している「ゴルフ場の農薬使用に関する環境保全計画
書」、平成28年度農薬使用実績報告書及び農薬に係る水質検査結
果報告書

部分開示 ③ なし 町長

12 平成28年度にされた住民監査請求 部分開示 ② なし 監査委員

※　①：条例第７条第１号（法令等により開示できない情報）　②：条例第７条第２号（個人に関する情報）
　　③：条例第７条第３号（法人に関する情報）　⑩：条例第 10 条（不存在文書）
※　条例とは、大淀町情報公開条例のことをいいます。

■個人情報保護制度

　平成28年度の保有個人情報開示請求件数は、５件ありました。５件の保有個人情報開示請求に対する実
施機関の決定内容は、全部開示が４件、部分開示が１件となっています。

■問い合わせ先　町役場　総務課（内線 203）

請 求 内 容 決定内容
公開拒否

事由
不服申立 実施機関

１ 身体障害者手帳の交付申請に係る身体障害者診断書意見書 全部開示 ー なし 町長

２ カルテ等診療情報 全部開示 ー なし 町長

３ カルテ等診療情報 全部開示 ー なし 町長

４ 身体障害者手帳の申請に係る診断書 全部開示 ー なし 町長

５ カルテ等診療情報 部分開示 ② なし 町長

※　②：条例第14条第２号（個人に関する情報）　　 
※　条例とは、大淀町個人情報保護条例のことをいいます。
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　「ハチの巣駆除」は、巣ができている場所の所有者か管理者が、自らの責任で行ってくだ
さい。町ではハチの巣駆除は行っていません。駆除が困難であると判断された場合は、専
門の駆除業者（有料）に依頼してください。
　なお、駆除業者においてスズメバチの巣の駆除処理をされた人に対して補助金（駆除に
要した費用の３分の１で上限7,000円）を交付しますので、ご活用ください。詳しくは、
町役場環境整備課にお問い合わせください。
※ 　補助枠に限りがあるため、年度の途中で補助金申請ができなくなる可能性があります。

■駆除業者　奈良県ペストコントロール協会　☎0742-23-7312
■問い合わせ先　町役場　環境整備課（内線136）

ハチの巣（スズメバチ）の駆除に補助金が出ます

　町では、介護保険法に基づき、高齢者のみなさんが安心して日常生活を送れるよう３年を１期間とした
「大淀町介護保険事業計画及び高齢者福祉計画」を策定し、この事業計画をもとに、適切な介護保険事業と
なるよう努めています。このたび第７期介護保険事業計画の策定にあたり、 基礎資料となる生活圏域ニー
ズ調査を実施します。
　ニーズ調査とは、町の現状や課題を調査するとともに、高齢者のみなさんの生活状況の把握や今後の介
護予防への取り組み、将来における介護保険サービスの事業目標等を定めるために必要となる大切な調査
です。調査へのご協力よろしくお願いします。

65歳以上の人を対象に『日常生活圏域ニーズ調査』を実施します

■調査期間　７月中旬から８月上旬まで（予定）

■対 象 者　65歳以上のうち、無作為に抽出した2,500人（要介護認定をお持ちでない人）

■調査方法　 対象のみなさんに生活圏域ニーズ調査票を郵便で配布し、各項目に回答いた

だいたあと、同封の返信用封筒にて回収します。

■問い合わせ先　町役場　長寿介護課（内線133）

　経済的な理由などで保険料を納めることが困難な場合は、申請により保険料が免除される制度がありま
す。ただし、本人、配偶者、世帯主の所得制限があります。申請を希望する人は、年金手帳と印鑑を持参
してください。
　平成27年12月31日以降で離職・退職した人は、退職（失業）による特例免除の申請ができますので、「雇
用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写し、共済組合加入者であった人は、「退職辞令
書」の写しをお持ちください。
※１　継続免除申請を利用して承認を受けている人は、申請をする必要はありません。
※２ 　保険料の免除を受けず保険料が未納のままで、万一、障がいや死亡などの不慮の事態が発生すると、

障害基礎年金や遺族年金が受けられない場合があります。
※３　所得要件の審査は市町村民税の申告内容をもとに行いますので、所得申告を忘れずに行ってください。

○過去２年まで遡
さかのぼ

って免除申請できます
　過去２年（申請月の２年１か月前の前月分）まで遡って免除を申請できます。ただし、申
請が遅れると万一のときに障害年金が受け取れないなどの不利益が生じる場合があります
ので、すみやかに申請してください。

　老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間（受給資格期間）が25年から10年に短縮されることになりまし
た。日本年金機構では、これまでに対象となる人に黄色の封筒（Ａ４サイズ）をお届けしています。
　制度の開始は、平成29年８月１日（最も早い年金の支給は平成29年10月）です。すべての加入期間が国
民年金第１号被保険者期間の人は町役場、国民年金第３号被保険者・厚生年金保険や共済組合の加入期間
がある人は大和高田年金事務所にて手続きを行ってください。

■問い合わせ先　　◦大和高田年金事務所　☎0745-22-3531　　◦町役場　人権住民課（内線123)

平成 29 年度国民年金保険料　免除申請の受付開始

年金請求書の手続き漏れはありませんか？
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を
明
る
く
す
る
運
動
』
は
、

す
べ
て
の
国
民
が
、
犯
罪
や
非
行
の

防
止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
改
善

更
正
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
力
を
合
わ

せ
、
犯
罪
や
非
行
の
な
い
明
る
い
社

会
を
築
こ
う
と
す
る
全
国
的
な
運
動

で
す
。

　

本
町
に
お
い
て
も
、
「
差
別
を
な

く
す
強
調
月
間
」
と
並
行
し
て
、
関

係
機
関
・
団
体
と
緊
密
に
連
携
し
な

が
ら
、
地
域
に
根
ざ
し
た
誰
も
が
参

加
で
き
る
幅
広
い
活
動
を
展
開
し
、

人
権
が
尊
重
さ
れ
、
す
べ
て
の
人
が

と
も
に
暮
ら
せ
る
明
る
い
社
会
の
実

現
を
め
ざ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組

み
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

犯
罪
が
発
生
し
な
い

地
域
社
会
を
築
き
ま
し
ょ
う

　

今
日
、
急
速
な
少
子
・
高
齢
化
と

核
家
族
化
が
進
む
中
で
、
社
会
の
規

範
意
識
の
希
薄
化
、
わ
が
国
に
お
い

て
伝
統
的
に
犯
罪
を
抑
止
す
る
要
因

と
し
て
機
能
し
て
き
た
地
域
社
会
の

連
帯
機
能
の
低
下
等
が
指
摘
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
こ
で
、
本
運
動
に
お
い

て
は
、
地
域
住
民
の
連
帯
を
強
め
、

地
域
の
犯
罪
や
非
行
を
抑
制
す
る
力

を
増
進
す
る
た
め
、
誰
も
が
幅
広
く

参
加
で
き
る
犯
罪
予
防
活
動
を
展
開

し
、
犯
罪
や
非
行
の
防
止
と
、
罪
を

犯
し
た
人
た
ち
の
立
ち
直
り
を
助
け

る
こ
と
へ
の
理
解
と
参
加
を
呼
び
か

け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ

ま
す
。

　

今
年
度
に
お
い
て
も
、
７
月
３
日

（
月
）
に
関
係
機
関
・
団
体
の
協
力
の

も
と
、
町
内
の
駅
前
や
ス
ー
パ
ー
等

で
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
啓
発
物
品
を
配

布
し
、
本
運
動
の
呼
び
か
け
を
行
い

ま
し
た
。

第
67
回 

社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
（
７
月
１
日
～
７
月
31
日
）

～
犯
罪
や
非
行
を
防
止
し
、
立
ち
直
り
を
支
え
る
地
域
の
チ
カ
ラ
～

　

第
十
六
期
ち
び
っ
子
桧
垣
本
座
の
練
習
が
、
三
歳
児
か
ら
高

校
生
ま
で
二
十
一
人
の
座
員
で
開
始
し
ま
し
た
。

　

練
習
は
、
正
座
を
し
て
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
」
の
挨
拶

か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
全
員
で
「
高
砂
」
を
う
た
い
、

グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
、
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
太
鼓
を
体
験
し

ま
し
た
。

　

高
校
生
の
座
員
が
、
保
育
所･

幼
稚
園
児
の
座
員
を
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
が
、
小
さ
な
身
体
で
笛
を
吹
い
た
り
、
小
鼓
を
持
つ

の
は
と
て
も
大
変
そ
う
で
、
大
鼓
を
打
つ
と
指
が
痛
く
な
る
し
、

太
鼓
は
バ
チ
が
重
そ
う
で
す
。
保
護
者
の
み
な
さ
ん
は
大
丈
夫

か
し
ら
と
心
配
そ
う
で
す
が
、
子
ど
も
た
ち
は
心
配
を
よ
そ
に

積
極
的
に
練
習
し
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
も
第
十
六
期
ち
び
っ

子
桧
垣
本
座
を
応
援
し
、
子
ど
も
た
ち
の
一
年
後
の
凛
々
し
い

姿
を
楽
し
み
に
し
て
く
だ

さ
い
。

　

初
回
の
練
習
で
は
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
奈
良
放
送
局
と
Ｔ

Ｖ
Ｑ
九
州
放
送
の
取
材
が

あ
り
ま
し
た
。
放
送
日
は

未
定
で
す
が
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
も
配
信
さ
れ
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※ 　

ち
び
っ
子
桧
垣
本
座

は
宝
く
じ
の
助
成
金
で

実
施
し
て
い
ま
す
。

▲
 

練
習
の
様
子

10



　マイナンバーカードの申請を行い、受け取りが可能となっている人（※）

で、交付窓口開設時間（土日祝日を除く平日の午前８時30分から午後５時

15分まで）に窓口にお越しいただくことができない人のために、休日臨時

交付窓口を開設しています。ぜひご利用ください。

※ 　対象者には、個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書（交

付通知書）を発送しています。交付通知書は、申請していただいてから

１か月程度で発送していますので、申請してから２か月以上経ってい

るにも関わらず交付通知書が届いていない人は、町役場人権住民課ま

でご連絡ください。

休日臨時交付窓口（予約制）のご案内マイナンバー
カード

  ○休日臨時交付窓口は予約制です

　窓口にお越しになる日の直前の金曜日の午前中までに、

町役場人権住民課までご連絡ください。予約の人がいない

日については、窓口を開設しませんのでご注意ください。

休日臨時交付窓口

開設日時 （予約制）

　７月23日（日）

　８月５日（土）・27日（日）

各日　午前８時30分～正午

　マイナンバーカードの申請

等についてはお受けできませ

んので、ご注意ください。

■問い合わせ先

　町役場　人権住民課（内線125）

火遊び・花火による火災の防止 普通救命講習Ⅰの開催

　夏は、花火のシーズンですが、取り扱い上の不注
意から毎年火災が発生しています。素敵な思い出に
するためにも、下記のことに注意しましょう。

■問い合わせ先
　 奈良県広域消防組合　大淀消防署
　☎0747-52-1199

①子どもだけで花火をしない。

②周りに燃えやすい物がないか確認する。

③水バケツを準備して確実に火を消す。

④風の強い日は花火をしない。

　簡単な講習を受講していただくだけで、心肺
蘇
そ せ い

生法【胸骨圧迫と人工呼吸】と AED【電気ショッ
ク】の使用方法を習得できます。ぜひこの機会に
講習会にご参加ください。

■日　　時　８月５日（土）　午前９時～正午
■場　　所　奈良県広域消防組合　大淀消防署
■対　　象　 中学生以上（先着10人）
■費　　用　無料
■申込方法　 ７月31日（月）までに電話で申し込

んでください。

■申し込み・問い合わせ先
　 奈良県広域消防組合　大淀消防署　救急課
　☎ 0747-52-1199

　大淀町新野地区の丘陵上にある、町史跡・

槇ヶ峯古墳。今春、この古墳のそばに待望の

休憩所「あずま屋」ができました。

　地元新野区の協力を得て、文化財ボランティ

アのみなさんが材料を運び上げ、吉野工房大

淀（中増）の森脇利明さん・杉本昌則さんが柱

を組み上げ、ほぼ一年がかりで完成しました。

　あずま屋にかかる「槇
し ん ぽ う あ ん

峯庵」の額は、書家・

西浦雪華さん（下渕）による揮
き ご う

毫（筆で字を書い

たもの）です。あずま屋内にはトガ材のすてき

なテーブル。各所に吉野産の木がふんだんに

使われています。みなさんも一度、このあず

ま屋でお弁当を開いてみませんか。

おおよどの魅力 再発見　39

槇
ま き が み ね

ヶ峯古墳に待望の「あずま屋」完成！

▲ 槇ヶ峯古墳とあずま屋
「槇峯庵」

広報おおよど
６月号記事の
訂正とお詫び

　まちの情報紙・広報お

およど６月号、８ペー

ジの「TOWN NEWS」の

記事に下記の誤りがあ

りました。お詫びして

訂正いたします。

【誤】植村 思温さん

　　　　↓

【正】上村 思温さん
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大淀エンジェルスが２連覇！
第９回学童野球大会

　吉野郡子ども会育成者連絡協議会と吉野郡青少
年指導員連絡協議会の共催により、第９回学童野
球大会が、５月14日（日）・21日（日）の２日間に
わたり川上健民運動場で開催されました。
　吉野郡内の青少年健全育成や子どもたちの仲間
づくり、また、野球を通じて親睦を深めることを
目的として、吉野郡野球連盟の協力のもと毎年開
催されています。
　快晴のもと行われた今回の大会には、郡内より
7チームが参加し、熱戦が繰り広げられました。

◇大会結果
　優　勝　大淀エンジェルス（大淀町）
　準優勝　大淀緑ヶ丘ファイターズ（大淀町）
　最優秀選手賞　堀田　征弥くん
　　　　　　　　（大淀エンジェルス）
　優秀選手賞　　金谷　航輝くん
　　　　　　　　（大淀緑ヶ丘ファイターズ）

バレーを通じて交流を
町スポーツ少年団  春季バレーボール大会

　町スポーツ少年団主催の春季バレーボール大会
が、６月18日（日）に町立平畑体育館で開催され
ました。
　今大会は、町スポーツ少年団から２チーム（中
西増 Jr・北野）と、町外から招待された６チームの
計８チームが参加し、トーナメント方式で大会が
行われ、どの試合も白熱した試合が繰り広げられ
ました。
　熱戦の結果、畝傍東スポーツ少年団が優勝しま
した。

◇大会結果
　優　勝　畝傍東スポーツ少年団（橿原市）
　準優勝　白橿南スポーツ少年団Ａチーム（橿原市）
　第３位　北野スポーツ少年団

▲優勝した大淀エンジェルスのみなさん

第 13 回大淀町花火大会
■日　時　７月 22 日（土）午後５時 30 分～
　　　　　花火打ち上げは 午後７時 50 分～
■場　所　下渕商店街・千石橋上流河川敷
■問い合わせ先
　町花火大会実行委員会（町商工会）
　☎ 0747-52-9555

▲
 

大
会
の
様
子

▲
 

選
手
の
み
な
さ
ん

～花火大会をあなたの手で！～

ボランティアスタッフ募集

　花火大会を盛大に行うために、ボランティアスタッ
フ（運営スタッフ補助・会場周辺の清掃等）を募集して
います。

メッセージ花火の希望者募集
　子どもへ、親へ、大切な人へ“伝えたいメッセージ”
を、花火の打ち上げとともに伝えませんか？思いのこ
もったメッセージを募集しています。

応援 T シャツ販売のおしらせ
　今年も花火大会を応援する T シャツを作成しまし
た。みんなで T シャツを購入して、花火大会を盛り
上げていきましょう。

各募集や購入方法等、詳しくはお問い合わせください。
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第４回ウォーターバルーンバトル
参加チーム募集

　町商工会青年部が企画したウォーターバルーン

バトルの参加チームを募集します。このイベント

では、チーム対抗で水風船を投げ合い、フラッグ

を奪い合うことで勝敗を争います。また、小学４

年生以上のお子さん向けの大会もあわせて計画し

ていますので、ご参加ください。詳しくは、町商

工会事務局までお問い合わせください。

■日　　程　７月 30 日（日）　※　雨天時中止

■場　　所　町平畑運動公園　

■参加要件　中学生以上の男女によるチーム

※　１チーム５人以上、先着順で 24 チームまで

■参 加 費　１チームにつき 3,000 円

■そ の 他　試合は５人対５人のリーグ戦形式

※ 　上位３チームには賞金、全参加チームに参加

賞を用意しています。

■申込期限　７月 20 日（木）

■申し込み・問い合わせ先

　町商工会事務局　☎ 0747-52-9555

能楽座大淀町公演  冥
め い ふ こ う

府行－ネキア－

　今年の能楽座公演は、世界でもまだ数回しか上演

されていない新作能「冥府行−ネキア−」です。古代

ギリシャ神話「オデュッセイア」11章（死者の世界を

訪れる場面）を能で表現します。舞
ま い ば や し

囃子やワークシ

ョップ、解説もあります。

■日　時　９月３日（日）　午後１時30分～

■演　目　◦新作能「冥府行−ネキア−」

　　　　　◦解説　笠井 賢一氏（能本脚本）

　　　　　◦ワークショップ「高砂」を謡いましょう！

　　　　　◦舞囃子「賀茂」

■出　演　梅若玄祥、大槻文藏、観世喜正　ほか

■入場料　［友の会］ 2,500円（前売りのみ）

　　　　　［一　般］ 3,000円（当日3,500円）

　　　　　［学　生］ 3,500円（要学生証等）

　　　　　※　７月下旬チケット発売予定

　　　　　※　ローソンチケット Ｌコード【52580】

■申し込み・問い合わせ先

　町文化会館　☎0747-54-2110

ステップアップピアノコンサート
“アニメ・ゲーム×ボカロ（ボーカロイド）祭り !!”

　普段の生活では触れる機会の少ないスタインウ

ェイピアノ。第１部のリレーコンサートに出演い

ただく参加者を募集しています！詳しくは、今月

号の折込チラシをご覧ください。

■日時・内容　11月12日（日）

○第１部　午前11時～

　一般参加者によるリレー形式のコンサート

○第２部　午後３時～

　演奏家によるゲーム音楽コンサート

■申込期間

　７月31日（月）まで　※　当日消印有効

■申し込み・問い合わせ先

　町文化会館　☎0747-54-2110

戦争カルタ原画展
～戦争の記憶・2017～

■日　時　８月９日（水）～14日（月）

　　　　　各日　午前９時～午後５時

■場　所　町文化会館　ひだまりホール

■内　容

◦ 「戦争カルタ」「奈良県民と戦争」「子どもたちの

平和学習」についての展示

◦  DVD 上映「68　奈良から戦争を語り継ぐ（奈良

テレビ制作）」、「わたしの戦争体験（おおよど語

り部の会制作）」

◦（仮題）戦争体験を話し合う

　８月13日（日）　午後１時30分～

　協力：おおよど語り部の会ほか

■問い合わせ先　町文化会館　0747-54-2110

ビブリオバトル入門講座

　今話題の「ビブリオバトル」入門講座を開催！

ビブリオバトルとは、好きな本を持ち寄って紹

介しあい、みんなで一番読みたくなった本を選

ぶ書評合戦です。ビブリオバトル考案者・谷口忠

大先生の講演やワークショップを行います。詳

しくは今月号の折り込みチラシをご覧ください。

■日　時　８月６日（日）　午後２時～

■場　所　町文化会館　ひだまりホール

■問い合わせ先　町文化会館　0747-54-2110

あらかしキッズカーニバル

　キラキラ☆プリキュアアラモードと宇宙戦隊

キュウレンジャーのスペシャルショー！詳しくは

今月号の折り込みチラシをご覧ください。

■日　時　８月19日（土）　※　２回公演

　　　　　①午前11時～、②午後２時30分～

■場　所　町文化会館　あらかしホール

■入場料　［友の会］ 500円（前売りのみ）

　　　　　［一　般］ 800円（当日1,000円）

■問い合わせ先　町文化会館　0747-54-2110
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８月３日（木）です。

［乳幼児］午前10時～午前11時

　　　　 身体計測や、保健師・栄養士に

             よる健康や育児についての相談

             を行います。

［成　人］午後２時～午後４時

              尿検査・血圧測定・禁煙相談（要

予約）・保健師や栄養士による健

康についての相談を行います。

●子どもの健康診査・離乳食講座

　 実施日　・　受付時間 対　　　象

４ か 月 児 健 康 診 査
７月27日（木）・午後１時 H29. ３. １～ H29. ３.31生まれ

８月31日（木）・午後１時 H29. ４. １～ H29. ４.30生まれ

10 か 月 児 健 康 診 査
７月27日（木）・午後０時45分 H28. ９. １～ H28. ９.30生まれ

８月31日（木）・午後０時45分 H28.10. １～ H28.10.31生まれ

１ 歳 ６ か 月 児 健 康 診 査 ７月28日（金）・午後１時15分～午後２時 H27.12. １～ H28. １.31生まれ

３ 歳 児 健 康 診 査 ８月30日（水）・午後１時15分～午後２時 H26. １. １～ H26. ２.28生まれ

モ グ モ グ 離 乳 食 講 座
( ７か月児  ２回食離乳食講座）

８月３日（木）・午前９時 H28.12. １～ H28.12.31生まれ

※１　対象児にはお知らせを送付します。　　※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。
※３　健康診査は受付順です。　　※４　 ４か月児・10か月児健康診査では、離乳食講座の実施があります。

母子健康手帳・妊婦健康診査補助券は町保健セン
ターで交付しています。印鑑と妊婦のマイナンバーが
分かるものを持ってきてください。

母子健康手帳は町保健センターで交付しています

●予防接種　※　下記日程はすべて予約制です。必ず接種の３日前までに町保健センターへ予約してください。

予防接種名 実施日 受付時間
対象児

今月通知する子 前の対象で受けていない子

B C G

７月11日（火）
７月18日（火）
８月１日（火）

①午前10時～
　午前10時30分
②午後１時30分～
　午後２時

H29. １.22～
H29. ２.18生まれ

１歳未満の子

み ず ぼ う そ う
H28. ４.27～
H28. ５.31生まれ

１歳から３歳未満の子

不 活 化 ポ リ オ
３種混合を接種し、不活化ポリオ

（生・不活化あわせて、計４回）を
規定回数終了していない子

麻 し ん
風 し ん
混 合

１期
H28. ６.22～
H28. ７.18生まれ

２歳未満の子

２期 就学前の年長児

３ 種 混 合 ２ 期
（２ 種 混 合）

７月21日（金）
７月25日（火）
７月26日（水）
７月31日（月）

　午後１時30分～
　午後２時

H17. ４. ２～
H18. ４. １生まれ

13歳未満の子

日 本 脳 炎

１期

　午前10時～
　午前10時30分

７歳６か月未満の子

２期
H19. ４. ２～
H20. ４. １生まれ

◦小学４年生～13歳未満の子
◦ 高校２年生に相当する年齢以上

20歳未満で、第２期の接種を受
けていない人

※１　今月通知対象児には予診票を送付します。　　※２　料金は無料で、場所は町保健センターです。
　●転入された人は、以前に受けた予防接種の種類・回数等の連絡をお願いします。
　　〈連絡がない場合は、予防接種の案内ができない場合があります。〉

教　　室 実施日時・場所 内　　容 対　　象

マタニティクラス（無料）

妊娠中のことや、出産・育児につい
て、一緒に考えてみませんか？パパ
やご家族の人もぜひ一緒に参加して
ください。

７月19日（水）
午前９時30分～
正午

町保健センター

◦妊娠中の栄養について（講義）
◦赤ちゃんとの生活について（講義）
◦赤ちゃんのお風呂の入れ方など（体験）

◦ 妊娠５か月以
上の人

◦パパになる人
◦家族の人

●教室　町保健センターに電話で申し込んでください。（町ホームページでも申し込みできます。）
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　平成29年６月号のけんこうガイドで、成人集団検診の大腸がん検診の料金に
誤りがありました。正しい料金は下表のとおりです。お詫びして訂正いたします。

●個別検診　医療機関で個別に受診するための受診票を発行しています。
　　　　　　発行の申請は町保健センターに電話などで申し込んでください。

検診・内容 対　　象 料　　金 実施医療機関 実施期間

胃がん検診
（胃カメラ検診）
（胃内視鏡検査）

満50歳以上の町民

※ 　受診間隔は２年度に
１回

【満50～64歳】2,500円
【満65歳以上】 500円

南奈良総合
医療センター

平成30年２月末まで

※ 　医療機関の予約
が定員になり次第
終了

胃がん検診
（胃バリウム検診）
（胃部Ｘ線撮影・問診）

満40歳以上の町民
【満40～64歳】2,000円
【満65歳以上】 500円

県内の契約医療機関

※ 　希望の医療機関
が 該 当 す る か 等、
詳しくは問い合わ
せてください。

乳がん検診
（問診・乳房Ｘ線撮影）
※ 　視診・触診を実施す

る医療機関もあります

満40歳以上の町民（女性）

※　平成28年度に受けて
いない人

【満40～49歳】1,000円
【満50～64歳】 900円
【満65歳以上】 200円

子宮頸
け い

がん検診
（視診・内診・問診・
子宮頸部細胞診）

満20歳以上の町民（女性）

※　平成28年度に受けて
いない人

〈頸部のみ〉
【満20～64歳】2,000円
【満65歳以上】 500円

〈頸部・体部〉
【満20～64歳】3,500円
【満65歳以上】 500円

県内の登録医療機関

※ 　希望の医療機関
が 該 当 す る か 等、
詳しくお問い合わ
せてください。

●集団検診　町保健センターに電話等で申し込んでください。要予約・先着順です。

　　　　　　下記以外の日程・内容もあります。詳しい日程・内容は、町保健センターまで問い合わせてください。

検診・内容 実施日・受付時間 対　　象 場所・料金 定　員

肺がん検診
（胸部Ｘ線撮影・問診）

大腸がん検診
（便潜血検査・問診）

前立腺がん検診
（血液検査・問診）

肝炎ウイルス検診
（血液検査・問診）

８月18日（金）
　午後３時～午後７時

満40歳以上の町民

※ 　肺がん検診は喀
か く た ん

痰検査が必要な
場合あり（別料金）

※　前立腺がん検診は男性のみ

※　肝炎ウイルス検診は以前に町で
受けたことがない人

町保健センター

【満40～64歳】各200円
【満65歳以上】各100円

各90人

大腸がん検診
（便潜血検査・問診）

７月20日（木）
８月２日（水）
　午前９時～午後３時

満40歳以上の町民

町保健センター

【満40～64歳】 200円
【満65歳以上】 100円

各回
100人

乳がん検診
（視診・触診・問診・
乳房Ｘ線撮影）

７月20日（木）
①午前９時30分～
　午前10時30分
②午前10時30分～
　午前11時30分

満40歳以上の町民（女性）

※　受診回数は２年度につき１回で
す。平成28年度に受診した人は
今年度は対象になりません。

町保健センター

【満40～49歳】1,000円
【満50～64歳】 900円
【満65歳以上】 200円

各回
20人

平成30年２月27日までの
毎週火曜日・金曜日

（祝日を除く）
　午後１時

南奈良総合医療センター

【満40～49歳】1,000円
【満50～64歳】 900円
【満65歳以上】 200円

火曜日
３人

金曜日
４人

おやこの食育教室

　食事は健康な身体をつくるために欠かせないものです。調理実習などを通して、親子で楽しく ｢ 食 ｣ に

ついて考えてみませんか？

■日　　時　８月５日（土）　午前９時30分～午後２時

■場　　所　町中央公民館　調理室

■対　　象　小学生とその保護者　※　小学生のみの参加もできます。

■定　　員　15組　※　定員になり次第、締め切ります。

■申込方法　町保健センターへ電話で申し込んでください。

■持 ち 物　エプロン・三角巾

■主　　催　町食生活改善推進員協議会

■申し込み・問い合わせ先　町保健センター（健康増進課）　☎0747-52-9403
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歯周病とは
　歯周病は、歯と歯ぐきのすき間の歯

し こ う

垢に含まれる細菌
が、歯ぐきに入って炎症が起こり、さらに歯を支える骨
が溶けて、歯がぐらぐらになったり、重症になると抜け
たりする病気です。う歯（虫歯）とは異なり痛みが出ない
ことが多く、気づかないうちに進行してしまいます。
　40 歳以上の人の 80％が歯周病にかかっているとも
言われ、歯を失う原因の第１位になっています。

生涯、自分の歯で
　永久歯の本数は、『親しらず』まですべて生えると
32 本です。グラフを見ると、歯の本数は 40 ～ 50 歳
代から減り始めていることが分かります。

　『8020 運動』を知っていますか？ 80 歳になっても、
自分の歯で食事するために必要な 20 本の歯を残そう
という全国の目標です。生涯を通じて食事を楽しみ、
十分な栄養を摂ることが、要介護状態の原因となる認
知症や骨折を予防し、健康寿命を延ばすことにつなが
ります。平成 28 年度の全国調査の『8020 運動』達
成率は 51.2％でした。若い世代の人も、将来の健康
のために歯の本数を維持することが大切です。

歯と身体の健康
　歯周病は、歯磨き習慣の欠如が原因であることや、
たばこが悪い影響を与えることなどから、生活習慣
病と言えます。また、歯垢に含まれる細菌は、歯周
病だけでなく糖尿病や心臓病も引き起こすことが分
かっています。
　さらに、特に高齢者に多い『誤

ご え ん

嚥性肺炎』は、気
管に入った唾液中の細菌などが肺に感染して起こる、
生命にも関わる病気です。歯と口腔の健康を保つこ
とが、全身の健康を守ることにもなります。

１年に１回は歯のチェックを受けましょう
　歯周病の原因である歯垢は、放置すると固まって
歯石になり、歯磨きだけでは取れなくなります。
　普段から、歯磨きに加えて歯間ブラシなどを使っ
て清潔にするとともに、定期的に歯科医療機関で歯
石除去を受けることが大切です。
　歯が痛くなくても、年に１回は歯科医療機関を受
診しましょう。う歯と歯周病のチェックとともに、
歯石除去、さらに正しい歯磨きの指導を受けるなど、
歯周病予防の良い機会にもなります。
　町では６月に、40・50・60・70 歳の節目年齢の
人に歯周疾患検診受診票を発行しました。
　ワンコイン 500 円で検診を受けられますので、ぜ
ひ利用してくださいね。

■問い合わせ先
　町保健センター（健康増進課）
　☎ 0747-52-9403

歯と口腔の
健康を
守ろう

平成29年度　健康診査のお知らせ
■健診期間　平成30年１月31日まで

■対 象 者　生活保護法による保護を受けている人のうち、本年度で満40歳以上の人

■健診内容　 生活習慣病の原因とされる内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に着目した健診を行い、

生活習慣病発症の可能性の判定に重点をおいて行う健診です。

　　　　　　 また、生活習慣病発症の可能性が高い人には、生活習慣の見直し、改善を行うことを目的とした

特定保健指導を実施します。健診の結果、特定保健指導の対象となった人には、別途ご案内します。

（健診受診の２～３か月後となります。）

■健診費用　無料

■健診方法　 町内医療機関（右表）での受診となります。

　　　　　　健診を希望される人は、町保健センター

　　　　　　まで問い合わせてください。

■健診項目（基本的な健診項目）

　 問診、身体計測、血圧測定、血中脂質検査、肝機能

　検査、血糖検査、尿検査、クレアチニン検査、

　eGFR 検査、尿酸検査、貧血検査、心電図検査

■問い合わせ先　町保健センター（健康増進課）　☎0747-52-9403

医療機関名 住　所

田仲医院 大淀町下渕109番地

中辻医院 大淀町桧垣本104番地の２

ごいちクリニック 大淀町北野1913番地の６

みぞかみ内科 大淀町土田321番地の１

ますだクリニック北野 大淀町北野123番地の10

■健診場所  （下記以外の医療機関では受診できません。）

歯の本数・年代別の平均

（厚生労働省　平成 28 年歯科疾患実態調査・全国）

30　

 

20　

 

10　

 

０

（本）

85
以
上

80
～
84

75
～
79

70
～
74

65
～
69

60
～
64

55
～
59

50
～
54

45
～
49

40
～
44

（歳）
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「お家でのお子さまとの関わり方」「食事について」
「授乳」など、家庭での子育てについて相談がある場
合は、自宅に訪問します。気軽に利用してください。

　子育てを支援する町の事業で、延明保育園に委託して
事業を実施しています。
■クラス
〇赤ちゃんクラス（３か月～１歳３か月）　火曜日
〇ちびっこクラス（１歳３か月以上）　月曜日・水曜日
■活動時間　月・火・水曜日　午前10時～午前11時30分
■室内開放　月・火・水曜日　活動終了後～午後２時
　　　　　　木 ・金 曜 日　午前10時～午後２時
■あそびの森開放　月～金曜日　午前10時～午後２時
■場　所　地域子育て支援センター
■持ち物　水筒・お手ふき・参加費（大人１人につき100円）
■育児相談　 育児相談は随時受付をしています。希望者

は、延明保育園に直接申し込んでください。
■問い合わせ先
◦延明保育園　☎0747-52-0388
◦地域子育て支援センター　☎0747-53-0377

禁煙川柳・ポスターを募集します

～ 川柳の部 ～
■募集内容
　 禁煙支援や受動喫煙防止をテーマにした

五七五調の川柳（１人２句まで、未発表のもの）
■応募方法
①応募箱の場合
　 町保健センター内に専用応募箱と応募用紙を

設置しています。
②メールの場合
◦ 必要事項 [ 作品・氏名・ペンネーム（氏名の公

表を希望しない場合）・住所・職業・電話番号・
メールアドレス ] を記入し、町保健センター
宛に送付してください。

◦件名に「川柳応募」と必ず記入してください。
◦ 応募後、町保健センターから受信確認のメー

ルが届き次第、応募手続き完了とします。

～ ポスターの部 ～
■募集内容
　 「タバコによる健康被害」、「タバコと環境」等に関

するポスター（１人１点まで、自作のもの）
■応募方法
　作品を町保健センターに提出してください。
■応募様式
　四つ切り画用紙 (38cm ×54cm) を使用し、メッ
セージを入れてください。

　タバコの煙で困った
こと、我が家の受動喫
煙対策、タバコについ
ての提言等…
　テーマは自由です！

■募集対象　町民の人
■募集期間　８月31日（木）まで
■そ の 他
◦応募作品は返却いたしません。
◦優秀作品には表彰状と記念品を授与します。
◦優秀作品は、禁煙支援・受動喫煙防止の啓発に使用します。

■問い合わせ先　町保健センター（健康増進課）　☎0747-52-9403　　　hoken-sen@town.oyodo.lg.jp

赤ちゃんクラス

７月18日（火）産後エクササイズ

ちびっこクラス

７月10日（月）
ゲロゲロじいさんの造形教室
参加費：200円、持ち物：新聞紙１日分
※　新聞紙がない人はセンターで準備します。

７月19日（水）うんどうあそび　☆体操の先生が来るよ！

７月24日（月）親子体操

７月26日（水）水あそび（雨天時は室内でサーキットあそび）
持ち物： 水遊び用のオムツまたは水着・タオ

ル・着替え７月31日（月）

ママヨガ

◇日　時　７月11日（火）

　　　　　午前10時15分～午前11時30分

◇参加費　200円

◇内　容　 講師が指導します。動きやすい

　　　　　服装でお越しください。

◇持ち物　 ヨガマットまたはバスタオル、飲み物

延明保育園であそぼう！

◇日　時　７月12日（水）　午前10時～午前11時

◇場　所　延明保育園（現地集合・現地解散）

ベビーマッサージ

◇日　時　７月25日（火）　午前10時～

◇参加費　初回300円、次回から200円

◇持ち物　 バスタオル・タオル・防水シーツ・

　　　　　オムツなど、その他必要なもの

◇内　容　 助産師が指導します。着脱しやすい服装でお

越しください。

ファミリー夏祭り

◇日　時　８月５日（土）

　　　　　午前10時～正午

◇対　象　 未就園児・町内の保育園児（０～２歳児）・

サークル OB とその家族

　　　　　（平成28年度センター利用者も参加可）

◇場　所　地域子育て支援センター　あそびの森

　　　　　（雨天時はセンター内）

◇内　容　 あてものやかき氷など、楽しい手作り屋

台がいっぱい♪詳しくは、地域子育て支

援センターまたは延明保育園までお問い

合わせください。

17



おおよどせいぶようちえん

わ く わ く  に こ に こ

あ そ び に き て ね

幼 稚 園！て み てきゆめのたね
いっぱい

★
★★

５月 18 日（木）
歯科検診・衛生指導
しっかり磨きます！

５月２日（火）　春季遠足
　香久山公園には、幼稚園にない遊具がいっぱいあったよ。
お弁当おいしかったよ。ありがとう♪

５月 12 日（金）　いちご狩り
　あだみね高原ファームで、赤
くて甘いいちごを食べたよ☆

　

■対　　象　就学前の乳幼児
■内　　容　幼稚園見学・季節に応じた遊び
■時　　間　  各日　午前 10 時～午前 11 時
　　　　　　（園庭開放は午後２時～午後３時）
■申し込み　 ２日前までに各幼稚園まで電話または

メールでお申し込みください。

■日　　時　７月 12 日（水）
■園庭開放　７月 11 日（火）・18 日（火）
■場　　所　町立大淀西部幼稚園（大淀町今木779-4)
■問い合わせ先　☎ 0745-67-1766
　　　　　　　　　 seibu-you@town.oyodo.lg.jp

■日　　時　７月 11 日（火）
■園庭開放　７月 11 日（火）・18 日（火）
■場　　所　町立大淀東部幼稚園（大淀町中増 61-2）
■問い合わせ先　☎ 0746-32-0264
　　　　　　　　　 toubu-you@town.oyodo.lg.jp

幼稚園に親子で来て、同じくらいの年齢のお友

だちと遊んで、楽しい時間を過ごしましょう♪

７月分

町立大淀東部幼稚園

町立大淀西部幼稚園

　夏の思い出づくりに、楽しい
水泳教室を体験してみませんか。

◇日　程　○第１回　７月26日（水）～28日（金）
　　　　　○第２回　８月２日（水）～４日（金）
　　　　　○第３回　８月16日（水）～18日（金）
　　　　　○第４回　８月23日（水）～25日（金）
　　　　　各日　午後２時～午後３時
◇対　象　満４歳～中学３年生
◇料　金　3,500円（税込）／各回３日間
◇定　員　各クールにつき25人（先着順）
◇持ち物　水着・水泳帽・タオル・ゴーグルなど

◇新規入会特典
　本科（子どもスイミング）と同時入会で、１か月
分のレッスン料が無料になります！
※ 　２か月分のレッスン料前納と、口座引き落と

しの登録が必須となります。
◇申込方法・注意事項等
◦電話で予約後、施設にて手続きをお願いします。
◦ ７月24日（月）までに手続きがない場合、キャン

セル扱いとなります。
◦当日キャンセルは返金できません。

夏期短期水泳教室

◇料　金　4,000円（１か月）

クラス 対　象 時　　　　　間

A
満４歳～
クロール25m
　泳げる子

（水・木・金曜日）午後３時40分～
（土 曜 日）午前10時30分～
（日 曜 日）午前10時～

B
小学１年生
～平泳ぎが
　泳げる子

（水・木・金曜日）午後４時50分～
（土 曜 日）午前11時40分～
（日 曜 日）午前11時10分～

C
平泳ぎが
泳げる子～
　　中学生

（水・木・金曜日）午後６時～
（土 曜 日）午後０時50分～
（日 曜 日）午後０時20分～

子どもスイミングのご案内

開館時間　（月・水～土曜日）午前10時～午後10時

　　　　　（日曜日・祝日）午前10時～午後５時

休 館 日　毎週火曜日・年末年始

　水着・シューズ・Ｔシャツ・ウエアなどを、お買
い得価格で販売します！ぜひこの機会に町健康づ
くりセンターへお越しください！

◇日　程　７月19日（水）～27日（木）

サマーセールのお知らせ
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小学生　夏休み学習会
　大淀町学校・地域パートナーシップ事業として、夏休みの期間中、学習の補充や宿題のサポートをします。
町内のどの会場にも参加可能です。また、１日単位でも申し込みできます。
■期間・場所
　○前　期　７月 24 日（月）～ 28 日（金）　南大和公民館（土田 507-59、土田駐在所横）
　○中　期　８月２日（水）～８日（火）　　児童センター（下渕 1298-1）
　○後　期　８月 21 日（月）～ 25 日（金）　旭ヶ丘総合センター（比曽 327-1）
※　各日、午後２時～午後４時まで、土・日曜日を除く５日間実施します。
■対　象　大淀桜ヶ丘小学校・大淀緑ヶ丘小学校・大淀希望ヶ丘小学校に通う小学生
■参加費　無料
■指導者　町学校・地域パートナーシップ事業（学校支援）ボランティア登録者で協力可能なみなさん
■その他　詳しい案内や申込方法については、各小学校を通じて子どもたち（保護者）にご案内します。
　　　　　 参加児童の安全面や家庭との連携には十分配慮しますが、送迎は、保護者が責任を持って行って

ください。
■申し込み・問い合わせ先　町教育委員会　学務課　☎ 0747-52-1522

子どもたちをみんなで守ろう！
　子どもたちは夏休みで、学校生活からはなれ、のびのびと行動しようとしています。家族の一員として、町の

子どもとして、学校生活では得られない多くのことが体験できるよい時期です。健康で明るい、有意義な夏

休みがおくれるようご協力をお願いします。

子どもたちをみんなで守ろう！

水泳について

☆ 小・中学生だけでの吉野川の遊泳
は、全面禁止になっています。

☆ 池での遊泳は絶対にやめさせま
しょう。

危険防止について

☆ タバコやシンナーを吸わせないよ
うにしましょう。

☆ エアーガン等の有害ながん具は、絶
対に持たせないようにしましょう。

☆ 花火をするときは、場所や時間そ
のほか取り扱い方にも注意をさせ
ましょう。

☆ 自転車の二人乗りや単車の運転は、
絶対にさせないようにしましょう。

☆ 自転車に乗るときは、ヘルメット
を必ず着用させましょう。

☆ 飛び出し事故防止のため、路上駐
車はしないようにしましょう。

地域ぐるみで子どもを守ろう

☆ ひとりで遊んでいる子どもがいたら、
声をかけ、地域ぐるみで子どもを守り
ましょう。

☆ 危険な遊びや不良化につながる行動を
見かけたときは注意しましょう。

☆ 子どもの心に悪い影響を及ぼす有害な
図書を追放しましょう。

☆ 大人から交通ルールや公衆道徳を守
り、子どもたちの手本になりましょう。

子どもたちをすこやかに育てよう

☆ 家族の一員として仕事を分担させ、責
任感を育てましょう。

☆ 地域の子ども会や、スポーツ団体の行
事に進んで参加させましょう。

☆ 地域の文化活動に積極的に参加させ、
豊かな心を育てましょう。

☆ 携帯電話・スマートフォンは、保護者の
責任のもと適切に利用させましょう。

外出について

☆ 保護者は子どもの行き先
と帰宅時間を確かめま
しょう。

☆ お金のむだづかいをさせ
ないようにしましょう。

☆ よくない所に立入らせな
いようにしましょう。

☆ 防犯ブザーを持たせま
しょう。

☆ 子どもから目を離さない
ようにしましょう。

☆ 子どもを車内に放置する
のはやめましょう。

～ 地 域 ぐ る み で で き る こ と ～

不審な人をみかけたら
すぐ警察へ通報を

　学校や子どもの様子をうかがった
り、自動車から子どもに話しかけた
り、不自然に子どもを連れているな
ど、あやしい人を見かけたときには、
躊躇せず「ひと声」かけて確かめる
か、すぐに110番に電話しましょう。

ひと声運動の展開を

　登下校時や公園、空き地、人通り
の少ない路地などで子どもを見かけ
たら、「ひと声」かけて注意をうなが
し、また、暗くなるまで遊んでいる
子どもを見かけたときも、早く帰る
よう「ひと声」かけましょう。

危険情報には
防犯パトロールや監視の目を

　不審者や不審車両、また、子ども
が恐怖を感じた事象などの情報が
あったときには、警察への通報はも
ちろんのこと、地域の人が協力して
パトロールや監視の目を強化しま
しょう。

吉野警察署、大淀町教育委員会、大淀町安全対策推進協議会、大淀町保・幼・小・中学校生活指導協議会
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　昭和52（1977）年７月14日、日本初の静止気象衛星「ひまわ
り１号」が、アメリカのケープカナベラル空軍基地から打ち上
げられました。「ひまわり」から得られた気象情報は、日本国内
だけでなく東アジア・太平洋地域の国々にも提供されています。
　現在は、平成27（2015）年７月７日から、ひまわり８号が
気象観測を行っています。これからの台風シーズン、天気予
報をよく見て防災に努めましょう。

日 月 火 水 木 金 土

２ ３ ４ ５ ６ ７ ８

９ 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31 １ ２ ３ ４ ５

文化会館・図書館ともに休みの日

図書館が利用できない日

７月のカレンダー

７月のおはなし会

●７月16日（日） 午後３時～

　こどものためのおはなし会

　◦花火をテーマにした本（予定）

●７月23日（日） 午後２時～

　大人のための朗読会　響

　◦『五十鈴川の鴨』　著／竹西 寛子

　◦『幻想の未来』　著／筒井 康隆

　◦『鮭』　著／神吉 拓郎　　　　　　他

　おはなし会のご案内

　あしたの天気がわかったら、と
てもいいですね。でも、あしたの
天気はどうしたらわかるかな？そ
れはね、空を見あげてごらん。雲
の形や動き、夕焼けや生き物の様
子を観察するとわかるんだよ。あ
したの天気はあめ？くもり？は
れ？幼い子どもにもできる天気予
報の本です。

　オウマガドキ学園のクラスメー
トは、オバケと幽霊と妖怪と…。
さあ、もうすぐ授業がはじまるよ。
14巻は、月が願いごとをかなえ
てくれるという「三体月」、幽霊話

「雨の夜」、男が津波の前兆を見る
「みちびき地蔵」など、天気や天体
をテーマに13編の怖い話を収録
しています。

「あしたのてんきは はれ？くもり？あめ？」
さく／野坂 勇作　監修／根本 順吉　福音館書店

「怪談オウマガドキ学園 14」
責任編集／常光 徹　絵／村田 桃香　童心社

　気象台に勤務する美晴は、息子
とふたり暮らし。放浪中の兄から
の手紙で、母子はある郷を訪れ、
そこで、自分たち一族には、天気
を「よむ」不思議な能力があること
を知ります。そして、美晴にも天
気を予知する不思議な能力が出現
し、「雲の王」である巨大台風を制
御しようとする特別研究チームへ
の参加を任命され…。壮大な気象
エンタテインメント物語。

「雲の王」
著／川端 裕人　集英社

　あなたの手作り作品を図書館で展示してみ
ませんか？
　今年３月に実施し、好評を得た作品展が帰っ
てきました！今回は夏開催ですので、図書館に
ある本を参考にした、夏にちなんだ工作を展示
してみませんか？もちろん、夏にこだわりな
く、素敵な作品もお待ちしています。
　応募のあった作品は、図書館の展示ケース内
で展示します。作品は、展示期間終了後に返却
します。詳しくは、お問い合わせください。

■作品展示期間　８月２日（水）～30日（水）
■作品持込期間　７月30日（日）まで
■作品の大きさ　展示ケース内に入る大きさ
■申し込み・問い合わせ先
　町立図書館　☎0747-54-2120

本からうまれた手作り作品展 ２
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　課題図書を紹介します

　"once in a..." は、期間を表すフレーズに使われています。
"once in a while" は「たまに・ときどき」と、"once in a lifetime"
は「一生に一度」と訳されます。
　では、"once in a blue moon" とは、どういう意味でしょう？
直訳すると、「青い月が出るほどの期間」。実際に青い月を見ら
れることはあまりないので、「めったにない・珍しい」という意味
になります。全部まとめて覚えて、使い分けましょう！

今月のフレーズ

once in a while
たまに・ときどき

That's true.

それはそうね。

It would be nice to travel in a large 
group once in a while.

たまには団体で旅行に行くのも良いかも。

The third year students at Oyodo Junior 
High School went on their school trip 
last month. They went to Tokyo!

先月、大淀中学校の３年生が修学旅行に行った
の。東京に行ってきたのよ！

But we don't know unless we try!

でも、やってみるまで分からないよ！

Wow, a trip like that is a 
once in a lifetime!

そうなんだ、ああいう旅行って
一生に一度きりだよね！

That sounds hard. Being able to find a 
day that many people can go at once 
happens once in a blue moon.

大変そうだよ。大勢の人が全員都合のつく日
って、そうそう見つからないだろうし。

English LessonEnglish Lesson

課題図書を貸し出しています

　図書館では、青少年読書感想文の課題図書を
貸し出ししています。貸し出しは通常２週間で
すが、夏休み中により多くの利用者に本を借り
ていただけるように、課題図書の１週間貸し出
しにご協力をお願いします。

●ばあばは、だいじょうぶ　
　作／楠 章子　絵／いしい つとむ
●なにがあってもずっといっしょ
　作／くさの たき　絵／つじむら あゆこ
●アランの歯はでっかいぞこわーいぞ
　作／ジャーヴィス
●すばこ　文／キム・ファン　絵／イ・スンウォン

●くろねこのどん
　作／岡野 かおる子　絵／上路 ナオ子
●空にむかってともだち宣言
　作／茂木 ちあき　絵／ゆーち みえこ
●耳の聞こえないメジャーリーガー、ウィリアム・ホイ
　文／ナンシー・チャーニン　絵／ジェズ・ツヤ
●干したから…　写真・文／森枝 卓士

●チキン！　作／いとう みく　絵／こがしわ かおり
●ぼくたちのリアル
　著／戸森 しるこ　絵／佐藤 真紀子
●霧の中の白い犬　著／アン・ブース　絵／橋 賢亀
●転んでも、大丈夫　僕が義足を作る理由
　著／臼井 二美男

●円周率の謎を追う、江戸の天才数学者・関孝和の
　挑戦　作／鳴海 風　画／伊野 孝行
●ホイッパーウィル川の伝説
　著／キャシー・アッペルト、アリスン・マギー
●月はぼくらの宇宙船　作／佐伯 和人

●フラダン　作／古内 一絵
●ストロベリーライフ　著／荻原 浩
●犬が来る病院　命に向き合う子どもたちが教えて
　くれたこと　著／大塚 敦子

夏休みの宿題教材として

利用してください。

小学校低学年の部

小学校中学年の部

小学校高学年の部

中学校の部

高等学校の部
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と
を
目
的
と
し
て
奈
良
県
文
化
会
館

で
障
害
者
作
品
展
を
開
催
し
ま
す
。

■
展
示
期
間

　

11
月
23
日
（
木
・
祝
）
～
28
日
（
火
）

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

※　

11
月
27
日
（
月
）
は
休
館
で
す
。

※ 　

最
終
日
の
11
月
28
日
（
火
）
は
正

午
で
閉
館
し
ま
す
。

■
出
品
資
格
者

　

県
内
に
在
住
す
る
障
が
い
児
・
者

■
出
品
種
目

　
 

絵
画
、
写
真
、
書
道
、
工
芸
、
手

芸
、
文
芸
（
短
歌
、
俳
句
、
川
柳
）
、

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
タ
イ
プ
ア
ー
ト

の
７
種
目

■
出
品
点
数

　

出
品
で
き
る
作
品
点
数
は
、
種
目
、

個
人
作
品
、
合
同
作
品
を
問
わ
ず
１

人
１
点
と
し
ま
す
。

■
申
込
方
法

　

７
月
21
日
（
金
）
ま
で
に
町
役
場
福

祉
課
へ
申
込
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
申
込
書
は
、
町
役
場
福
祉
課
に

あ
り
ま
す
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場　

福
祉
課
（
内
線
１
１
９
）

　

人
工
肛
門
・
人
工
膀
胱
を
持
つ
人

で
、
悩
み
や
苦
労
を
お
持
ち
の
人
を

対
象
に
、
個
別
相
談
会
を
開
催
し
ま

　

今
年
、
金
婚
式
（
結
婚
50
周
年
）
を

迎
え
る
ご
夫
婦
に
対
し
て
、
高
齢
者

福
祉
月
間
（
９
月
）
に
記
念
品
を
贈
呈

し
ま
す
。
該
当
す
る
ご
夫
婦
は
、
町

役
場
長
寿
介
護
課
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

■
対　

象

　

 

本
年
７
月
１
日
現
在
で
本
町
に
住

所
を
有
し
、
昭
和
42
年
中
に
結
婚

し
た
ご
夫
婦

※ 　

申
請
を
さ
れ
る
ご
夫
婦
で
本
町

に
本
籍
を
有
し
な
い
人
は
、
婚
姻

日
が
確
認
で
き
る
も
の
（
戸
籍
謄

本
）
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
込
締
切

　

８
月
７
日
（
月
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

町
役
場　

長
寿
介
護
課

　

（
内
線
１
３
４
）

　

第
45
回
奈
良
県
障
害
者
作
品
展
に

出
品
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

　

奈
良
県
で
は
、
作
品
制
作
を
通
じ

て
、
障
が
い
の
あ
る
人
の
自
立
更
生

に
対
す
る
意
欲
の
増
進
を
図
る
と
と

も
に
、
広
く
県
民
の
障
が
い
の
あ
る

人
に
対
す
る
理
解
の
高
揚
を
図
る
こ

す
。
専
門
看
護
師
、
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー

協
会
奈
良
県
支
部
役
員
、
ス
ト
ー
マ

装
具
業
者
が
対
応
し
ま
す
。

■
日
時
・
場
所

◦
８
月
19
日
（
土
）

　

午
前
９
時
～
正
午

　

 

奈
良
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

　

橿
原
市
大
久
保
町
３
２
０-

11

◦
８
月
22
日
（
火
）

　

午
前
９
時
～
正
午

　

奈
良
県
文
化
会
館　

第
３
会
議
室

　

奈
良
市
登
大
路
町
６-

２

■
相
談
料　

無
料

■
申
し
込
み　

不
要

■
問
い
合
わ
せ
先

　

日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
奈
良
県
支
部

　

☎
０
７
４
２-

49-

１
８
３
９

　

青
少
年
の
健
全
育
成
と
ゴ
ル
フ
競

技
の
ジ
ュ
ニ
ア
育
成
を
目
的
に
、
町

ゴ
ル
フ
協
会
主
催
の
ジ
ュ
ニ
ア
ス

ク
ー
ル
を
開
催
し
ま
す
。

■
日　

程

　

 

８
月
16
日
（
水
）・
17
日
（
木
）・
21

日
（
月
）
の
３
日
間

■
場　

所

　

花
吉
野
カ
ン
ツ
リ
ー
倶
楽
部

■
対　

象

　

 

ゴ
ル
フ
を
は
じ
め
よ
う
と
す
る
本

町
在
住
の
小
学
生
・
中
学
生

■
定　

員　

12
人
（
先
着
順
）

■
受
講
料　

２
０
０
０
円

■
申
込
期
間

　

７
月
11
日
（
火
）
～
31
日
（
月
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

奈
良
グ
リ
ー
ン
倶
楽
部

　

☎
０
７
４
７-

52-

２
３
１
１

　

“
ａ
ｋ
ａ
ｉ
ｈ
ａ
ｎ
ｅ
”
～
共
同
募

金
運
動
70
年
感
謝
の
集
い
～
を
開
催

し
ま
す
。

■
日　

時

　

８
月
28
日
（
月
）

　

午
後
１
時
～
午
後
４
時
30
分

■
場　

所

　

奈
良
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー

　

橿
原
市
大
久
保
町
３
２
０-

11

■
内　

容

◦ 

共
同
募
金
運
動
の
パ
ネ
ル
展
示
、

共
同
募
金
運
動
協
力
団
体
に
よ
る

物
品
販
売
等
（
自
由
参
加
）

◦ 

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
と

フ
ォ
ー
ク
デ
ュ
オ
”
ワ
ラ
イ
ナ
キ
”

の
コ
ン
サ
ー
ト
（
一
般
参
加
者
は

要
事
前
申
し
込
み
・
入
場
無
料
）

■
申
込
方
法

　

「
70
年
感
謝
の
集
い
参
加
希
望
」
と

明
記
し
、
住
所
・
氏
名
・
年
齢
を
記

入
し
て
、
メ
ー
ル
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
、

往
復
は
が
き
で
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。
１
申
し
込
み
に
つ
き
２
人
ま
で
、

先
着
２
０
０
人
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
申
込
期
間

　

７
月
10
日
（
月
）
～
８
月
10
日
（
木
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

奈
良
県
共
同
募
金
会

　

☎
０
７
４
４-

29-

０
１
７
３

　
　

０
７
４
４-

29-

０
１
７
４

　

橿
原
市
大
久
保
町
３
２
０-

11

　
　

 in
fo

@
n

a
ra

-
a

k
a

ih
a

n
e
.

c
o
m

　
　

 h
t
t
p

:/
/

w
w

w
.n

a
r
a

-

a
k
a
ih

a
n
e
.c

o
m

/

　

放
送
大
学
で
は
、
平
成
29
年
度
第

２
学
期
（
10
月
入
学
）
の
学
生
を
募
集

し
て
い
ま
す
。
放
送
大
学
は
テ
レ
ビ

や
ラ
ジ
オ
の
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
し
て
学
ぶ
通
信
制
の
大
学

で
、
心
理
学
・
福
祉
・
歴
史
・
文
学
・

自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い
分
野
の
こ

と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

家
庭
で
学
び
た
い
、
働
き
な
が
ら

学
び
た
い
、
学
び
を
楽
し
み
た
い
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
で
幅
広
い
世

代
の
人
が
学
ん
で
い
ま
す
。

■
申
込
締
切　

９
月
20
日
（
水
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

 

放
送
大
学
奈
良
学
習
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
７
４
２-

20-

７
８
７
０

放
送
大
学
10
月
生
募
集

共
同
募
金
運
動

70
年
感
謝
の
集
い

金
婚
式
を
迎
え
る

ご
夫
婦
に

ゴ
ル
フ
の
お
も
し
ろ
さ
・

楽
し
さ
を
体
験

人
工
肛
門
・
人
工
膀

ぼ

う

こ

う胱
の

人
へ
の
個
別
相
談
会

第
45
回
奈
良
県
障
害
者

作
品
展
作
品
募
集
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町 役 場
0747－52－5501

0747－52－5502

上 下 水 道 部 0747－52－0137

大 淀 消 防 署 0747－52－1199

教 育 委 員 会 0747－52－1522

中 央 公 民 館 0747－52－1524

保 健 セ ン タ ー 0747－52－9403

児 童 セ ン タ ー 0747－52－8319

桜ヶ丘総合センター 0747－52－5402

旭ヶ丘総合センター 0746－32－5189

杉本記念文化センター 0746－32－2489

平 畑 体 育 館 0747－52－6234

南奈良総合医療センター 0747－54－5000

南和広域美化センター 0747－52－3253

文 化 会 館 0747－54－2110

図 書 館 0747－54－2120

社 会 福 祉 協 議 会 0747－52－1941

包 括支援センター 0747－52－7760

吉 野 警 察 署 0747－53－0110

吉野路大淀ｉセンター 0747－54－5361

健康づくりセンター 0746－34－5501

シルバー人材センター 0747－54－5522

ふれあい活動センター 0747－54－5533

パ ー ク ゴ ル フ 場 0745－67－0543

■日時　毎月第２火曜日
　　　　午前10時〜午後３時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　県交通安全対策課
　　　　　　　☎0742−27−8731

■日時　８月４日㈮　
　　　　午前10時30分〜午後４時
■場所　吉野町中央公民館
■問い合わせ　高田こども家庭相談センター
　　　　　　　☎0745−22−6079

■場所　吉野町役場
■問い合わせ　吉野町役場町民課
　　　　　　　☎0746−32−3081
■日時　８月16日㈬
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　下市町役場
■問い合わせ　下市町役場住民保険課
　　　　　　　☎0747−52−0001
■日時　９月15日㈮
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町役場人権住民課
　　　　　　　☎0747−52−5501

■日時　毎週火曜日
　　　　午後１時〜午後４時
■場所　吉野町役場
■問い合わせ　吉野町役場町民課
　　　　　　　☎0746−32−3081

■日時　７月15日㈯
　　　　午前９時〜午後４時
■場所　大淀町中央公民館
■問い合わせ　
　県建築協同組合中吉野支部
　☎0747−52−9971

■日時　午前９時〜午後４時
　　　　（土、日、祝日を除く毎日）
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町役場人権施策推進室
　　　　　　　☎0747−52−5501

■日時　火〜金曜日
　　　　午前10時〜午後４時
■場所　大淀町適応指導教室
■問い合わせ　大淀町適応指導教室
　　　　　　　☎0746−34−5016

■日時　毎月第２・第４水曜日
　　　　午後１時〜午後３時
■場所　大淀町役場
■問い合わせ　大淀町社会福祉協議会
　　　　　　　☎0747−52−1941

■日時　７月14日㈮
　　　　午後１時〜午後４時

　　　法テラス
　身近な法的トラブルについてお

気軽に問い合わせてください。

　解決に役立つ法制度や最適な相

談機関を紹介します。

■問い合わせ　

　法テラス奈良 ☎050−3383−5450

　法テラス南和法律事務所

　（下渕やすらぎビル内）　

 ☎050−3383−0025

▲

児童相談

▲

消費生活相談

▲

教育相談（予約が必要です）

▲

住宅増改築相談

▲

無料法律相談（予約が必要です）

▲

無料交通事故相談

▲

心配ごと合同相談

▲
人権相談

　町で運行する「よどりバス」への有料広告の掲載を募集します。

「よどりバス」への広告は、走る広告塔としての宣伝効果が期待

できます。

■募集台数　３台

■募集期間　随時

■掲載期間　１か月～１年

■掲載箇所

◦車　外　後部・右側側面

◦車　内　運転席背面・座席背面・車内上部壁面

■掲 載 料

◦車　　　　外　4,500円／月、50,000円／年

◦運 転 席 背 面　1,750円／月、17,500円／年

◦座 席 背 面　1,000円／月、10,000円／年

◦車内上部壁面　2,000円／月、20,000円／年

■問い合わせ先　町役場　企画政策課（内線221）

よどりバスに

広告を掲載しませんか？
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広　告

広　告

広　告

編
集
・
発
行
　
大
淀
町
役
場
　
企
画
政
策
課
秘
書
広
報
係

このコーナーの「すまいる」の写真を

お待ちしています。申し込みは、町

役場企画政策課まで。

大淀町民憲章（平成3年11月1日制定）

わたくしたちは、吉野の、川と緑の恵み
を守り、豊かな文化と活力ある南和の中
核都市をめざし、この憲章を制定します。

れきの心と水と緑、はちたしくたわ ．１
いな町をつくります。

、び尊を権人にい互、はちたしくたわ ．１
共に生きるあたたかい町をつくります。

愛を土郷たれぐす、はちたしくたわ ．１
し、文化と教養の香りたかい町をつ
くります。

、みし親にツーポス、はちたしくたわ ．１
健康で仕事に励む活気ある町をつく
ります。

ど子、い敬を人老、はちたしくたわ ．１
もの夢を育て、生きがいのある町を
つくります。

梨花 アラカシ

　のうごき

広告は、町の新たな財源の創出を図るために掲載しています。みなさまのご理解とご協力をお願いします。

この広報紙は、再生紙を使用しています。

石
いしかわ

川　悠
ゆ う せ

生 くん  ( 後左 )
（平成19年３月11日生まれ）

石
いしかわ

川　琉
る い

生 くん  ( 後右 )
（平成20年５月31日生まれ）

石
いしかわ

川　翔
か い

生 くん  ( 前右 )
（平成23年４月５日生まれ）

  石
いしかわ

川　愛
ま な

那 ちゃん  ( 前左 )
（平成23年４月５日生まれ）

平成29年5月31日現在

●人　口 18,072人 （－29）

　　男 8,614人 （－5）

　　女 9,458人 （－24）

●世帯数 7,388 （+ 8）

    　（　）内は前月との比較

（北野）

４人仲良く、元気に大きくなってね！
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